
【事業の概要】

【事業の目的及び概要】

【実施した環境要素の一覧及びＲＤＢの有無，モニタリングの要否】

上記４ヶ所の幹線管渠工事から発生するシールド残土を、高速道路の路体の一部として再生利用する。

【特に配慮した環境要素と実施事項】

（ 再生活用箇所 平面図 ） （ 再生活用箇所 断面図 ）

【目標に対する達成状況】

【実施事項に対する評価】 （ 発生シールド残土 ） （ 再生活用路体盛土状況 ）
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○

『目的』 建設汚泥であるシールド残土を利用促進すること
『概要』 シールド残土を仮置きし，路体盛土に利用
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鳴門土木事務所

中規模事業 施行段階
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下水道の整備

利用する土砂の運搬に際し、一度仮置きし土砂の強度を増やす工程が必要となり手間を必要とする
が、再生利用する事は環境的にも経済的にも有効である。

法的な手続き等調整事項は多いが、コスト縮減も図れ、価値のある施策である。

シールド残土をすべて路体盛土として利用している。

『廃棄物・温室効果ガス等』
従来、産業廃棄物として処理されていたシールド残土を、個別指定制度を活用することで、路体盛
土として有効利用を図る。

○ 対象外 ○○
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